
様式第１号（R87.4.81改正）

－  －  

ａ
　氏　名

Ⅱ ａ

ｂ

Ⅲ

Ⅴ 役職 氏名

組合名

代表者

Ⅷ 本計画書の内容について、同意します。
（本計画書の内容について、労働者の過半数で組織する労働組合

（ない場合には労働者の過半数を代表する者）の同意）

Ⅵ 協定の当事者である労働組合が事業所の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は
上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する
者であること。（チェックボックスに要チェック）
Ⅶ 上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第41条第２号に規定する監督又は管理の地位
にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される
投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であつて使用者の意向に基づき選出された者
でないこと。（チェックボックスに要チェック）

労  働  局
受  理  印

再就職援助担当者 電話番号

　　　（　　　公共職業安定所長　経由）

求 職 活 動 支 援 基 本 計 画 書

雇用保険適用事業所番号

雇用保険法施行規則第102条の5第2項第2号の規定により、下記のとおり提出します。

　　　                 　労働局長　殿    　　年 　 月 　 日作成

Ⅰ

事

業

主

ｂ
　住　所

求職活動支援
基本計画を作
成する事業所

名 称

所 在 地

本 計 画 の 想 定 期 間

Ⅳ事業主が共通して講じようとする措置の具体的内容

 ※処理欄  （特例対象者に該当するか）  該当する　□　／　該当しない　□

法 人 に あ っ て は
名 称 及 び
代 表 者 の 氏 名

法 人 に あ っ て は
主 た る 事 務 所 の
所 在 地

高年齢者雇用安定法

法 人 に あ っ て は
名 称 及 び
代 表 者 の 氏 名

法 人 に あ っ て は
主 た る 事 務 所 の
所 在 地

高年齢者雇用安定法



求職活動支援基本計画書（様式第１号）の記入要領

本様式は、「早期再就職支援等助成金（再就職支援コース）」の支給要件の１つである「求職活動支援基本計

画書」（雇用保険法施行規則第102条の５第２項第２号）の様式です。

作成後は、速やかに管轄の都道府県労働局長あて提出するものとします。なお、当該提出については、当該都

道府県労働局長の指揮監督する公共職業安定所長を経由して行うことができます。

また、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第24条第１項に

規定する再就職援助計画を作成（ただし、備考欄に所定の記載事項が必要です。）し、同法第24条第３項又は第

25条第１項の規定に基づきその認定が申請され、公共職業安定所の長から認定を受けた場合には、本様式による

求職活動支援基本計画書を改めて作成する必要はありません。

欄外 雇用保険適用事業所番号

雇用保険適用事業所の番号を記入します。

Ⅰ 事業主の氏名（法人にあっては本社の名称及び代表者氏名）、住所及び電話番号を記入します。

Ⅱ 求職活動支援基本計画書を作成する事業所

求職活動支援基本計画書の作成は事業所単位で行い、例えばＥ水産会社にＸ、Ｙ、Ｚ の工場があり、Ｘ

工場で作成する場合は、名称を「Ｅ水産会社Ｘ工場」とし、その所在地、事業の種類、労働者数の区分を記

入します。

Ⅲ 本計画書の想定期間

この求職活動支援基本計画書で想定している、同計画上の求職活動支援措置を実施する予定期間を記入します。

Ⅳ 事業主が共通して講じようとする措置の具体的な内容

事業主が、対象者に対して共通して講じようとする求職活動支援措置の具体的な内容を記入します。

Ⅴ 再就職援助担当者

再就職援助担当者の役職名、氏名、連絡先の電話番号を記入します。

Ⅵ 本計画書の内容について、労働者の過半数で組織する労働組合（ない場合には労働者の過半数を代表する

者）の同意

求職活動支援基本計画書の内容について、労働組合等の同意が必要とされていますので（雇用保険法施行規則

第102条の５第２項第２号）、当該労働組合等の代表者の氏名等の記載により、求職活動支援基本計画書の内容に

ついて同意を得た旨の証明が必要です（組合等から単に意見を聴取しただけでは不可）。



様式第４号（R87.4.81改正）

( )

（１）支給対象者について

3

（２）再就職支援について ※対象労働者が２人以上おり、下記の内容について２人目以降も共通であれば、記載は不要です。

3 円

②訓練実施に係る費用を全額負担している。

②グループワーク実施に係る費用を全額負担している。又はグループワーク

（３）再就職の実現について

（４）休暇付与支援について

年 月 日 ～ 年 月 日 日

3 円

（５）職業訓練実施支援について

1 年 月 日 2 円

２枚目（本人確認欄）についてもご記載の上、ご提出ください。

記載にあたっては、裏面の記入上の注意を必ずご覧ください。

希望退職募集

4 離職日

その他

歳

早期再就職支援等助成金（再就職支援コース）個別表

枚中 枚目

整理番号

1 支給対象者氏名 2 雇用保険被保険者番号

離職理由
（該当するものに○）

解雇 退職勧奨

1
再就職支援を委託した
職業紹介事業者

2
1の職業紹介事業者の
厚生労働大臣許可番号

月 日年 5
再就職援助計画認定日又は求職
活動支援基本計画書の提出日に
おける年齢

（はい・いいえ）

（はい・いいえ）

支給対象者が希望する職業紹介事業者と委託契約をした場
合、右に○をつけてください。
（注）労働組合等と合意した複数の職業紹介事業者から支給対象者
が選択する方法をとった場合は該当しません。

委託に係る契約金額の総額

年

4 訓練の実施について

①再就職に係る支援の中で訓練の実施について委託を行った。 （はい・いいえ）

（はい・いいえ）

5
グループワークの実施につい
て

①再就職に係る支援の中でグループワークの実施について委託を行った。

か月

　実施費用総額が１万円を超える場合、１万円以上を負担している。

1 再就職先事業所名

2
再就職の年月日
（離職から再就職までの期間）

日 ）

3
1の再就職先事業所の事業主
との関係

再就職の日の前日から起算して１年前の日から当該再就職の前日までの間に
おいて、1の再就職先事業所の事業主と、資本的・経済的・組織的関連性から
見て密接な関係にある事業主に該当する。

月 日 （

（はい・いいえ）

4 再就職先の状況

再就職先の職種
（裏面の01～15

から選択）

再就職先の雇用形態
(裏面(表1)A～F

から選択)

再就職経路
（裏面(表2)A～G

から選択）

F(その他）の場合、[
]内に具体的内容

G(その他）の場合、[
]内に具体的内容

（注）当欄に記載の再就職先事業所名や再就職年月日が、再就職事業所からハローワークへの届出内容と相違する場合等は、
    支給対象とならない場合があります。

1
求職活動等のための休暇の付
与について

①求職活動等のための休暇（年次有給休暇を除く。）を付与した。 （はい・いいえ）

②休暇の日について労働日に通常支払われる賃金の額以上の額を支払った。 （はい・いいえ）

2 休暇取得期間及び日数

合計

取得日［ ］
当該休暇期間中に
支払った賃金の総額

支援を委託した日（委託契約の締結日） 委託に係る契約金額の総額

3 訓練の実施について
①１の訓練実施機関に対して訓練実施に係る委託を行った。 （はい・いいえ）

②訓練実施に係る費用を全額負担している。 （はい・いいえ）



様式第４号（裏面）

【提出上の注意】
１ この様式は、支給申請書（様式第３－１号）に添えて提出してください。

２ この様式は、支給対象者ごとに作成してください。

３ この様式の内容について、疑義がある場合には、支給対象者又は再就職に係る支援を委託した職業紹介

事業者等に問い合わせる場合がありますので、御了承ください。

【記入上の注意】
（１）支給対象者について

１ 整理番号欄には、支給対象者ごとに通し番号を付けてください。その際、再就職支援証明書（様式第５号、第６号、第８号）に付した整理番号

と一致させてく

ださい。なお、様式第５号、第６号については、再就職に係る支援を職業紹介事業者に委託した場合に必要になる書類です。委託を行っていない

（再就職支援

分を申請しない）場合は、記入不要です。

２ 3欄は、当該支給対象者の離職理由にあてはまるものに「○」をしてください。

３ 4欄は、当該支給対象者の離職の日を記入してください。

４ 5欄は、当該支給対象者の再就職援助計画の認定日又は求職活動支援基本計画書の提出日における年齢を記入してください。

（２）再就職支援について

１ 当該項目は、再就職に係る支援を職業紹介事業者に委託した場合に記入してください。委託を行っていない（再就職支援分を申請しない）場合

は、記入不要です。

２ 1欄は、当該支給対象者に係る再就職に係る支援を委託した職業紹介事業者の名称を記入してください。

３ 2欄は、1欄の職業紹介事業者に係る厚生労働大臣許可番号を記入してください。

４ 3欄は、当該支給対象者の委託に要した費用の総額を記入してください。

５ 4欄は、当該委託した再就職に係る支援の中での訓練の実施とその費用の負担について、それぞれ該当箇所に「○」を付けてください。

６ 5欄は、当該委託した再就職に係る支援の中でのグループワークの実施とその費用の負担について、それぞれ該当箇所に「○」を付けてください。

（３）再就職の実現について

１ 1欄は、当該支給対象者が再就職を実現した再就職先の事業所名について記入してください。

２ 2欄は、再就職の年月日及び離職から再就職までの期間について記入してください。期間は、離職日翌日の翌月以降の応当日の前日までを１月と

して月数を数え、１月に満たない期間が生じる場合は、応当日から再就職の日の前日までの日数を数えてください（（例）離職日が４月15日で就

職日が６月30日の場合の期間は２か月と１４日。）。

３ 3欄は、1欄の再就職先事業主と申請事業主との関係について、該当箇所に「○」を付けてください。「資本的・経済的・組織的関連性等からみ

て密接な

関係」とは、以下のことを指すほか関係性を総合的に判断します。

ア 他の事業主の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する事業主を親会社、当該他の事業主を子会社とする場合における、親会社又は子会社

であること。

イ 取締役会の構成員について、代表取締役（取締役会を設置していない事業所においてはこれに準ずるもの。以下同じ。）が同一人物であるこ

と、又は取締役

（取締役会を設置していない事業所においてはこれに準ずるもの。以下同じ。）を兼務しているものがいずれかの取締役会の過半数を占めてい

ること。

４ 4欄は、支給対象者の再就職先の状況について、記入してください。

・職種･･･該当する職種を以下から選び、数字を記入してください。

01.管理的職業、02.研究・技術の職業、03.法務・経営・文化芸術等の専門的職業、04.医療・看護・保健の職業、05.保育・教育の職業、

06.事務的職業、07.販売・営業の職業、08.福祉・介護の職業、09.サービスの職業、10.警備・保安の職業、11.農林漁業の職業、

12.製造・修理・塗装・製図等の職業、13.配送・輸送・機械運転の職業、14.建設・土木・電気工事の職業、15.運搬・清掃・包装・選別等の

職業

・雇用形態･･･該当する雇用形態について、次の中から該当するものの記号を記入してください。

Ａ＝フルタイム労働者（期間の定めなし）

Ｂ＝フルタイム労働者（反復更新ありの６か月以上の有期雇用契約）

Ｃ＝フルタイム労働者（Ｂ以外の有期雇用契約）

Ｄ＝パートタイム労働者

Ｅ＝派遣労働者

Ｆ＝その他（その内容を具体的に備考欄に記入）

・再就職経路･･･以下のＡ～Ｇより該当するものの記号を記入してください。

Ａ＝再就職支援を受託した職業紹介事業者による職業紹介

Ｂ＝ハローワークによる職業紹介

Ｃ＝本人自身のネットワークの活用（自己開拓）

Ｄ＝求人情報・求人広告（Ｅ、Ｆを除く）

Ｅ＝インターネットによる求人情報・求人広告

Ｆ＝ダイレクトメールによる求人情報・求人広告

Ｇ＝その他（その内容を具体的に備考欄に記入）

（４）休暇付与支援について

１ 1欄は、支給対象者の求職活動等のための休暇（労働基準法第３９条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。）の付与及び当該

休暇の日について労働日に通常支払われる賃金の額（当該休暇期間の末日における時間外、休日及び深夜の割増賃金の算定の基礎となる時間当た

りの賃金の額に１日の平均所定労働時間（当該休暇期間の総所定労働時間数を当該期間の総所定労働日数で除して得た数）を乗じて得た額）以上

の額の支払いについて、それぞれ該当箇所に「○」を付けてください。なお、休暇付与を行っていない（休暇付与支援分を申請しない）場合は、

以降の2欄及び3欄は記入不要です。

２ 2欄は、休暇を付与した期間及びその日数を記入してください。さらに、下の括弧内に、当該休暇を付与した日を全て記入してください。

３ 3欄は、当該休暇の日に支払われた賃金の総額を記入してください。

（５）職業訓練実施支援について

１ 1欄は、訓練実施機関に支援を委託した日（委託契約によらない場合は、教育訓練施設等への訓練の申込み日）を記入してください。

２ 2欄は、支給対象者の委託に要した費用の総額を記入してください。

３ 3欄は、委託した職業訓練の実施とその費用の負担について、それぞれ該当箇所に「○」を付けてください。



様式第４号（R87.4.81改正）

（１）支給対象者について

1 2

① 離職する事業所への復帰の見込みがある。

② 職業紹介事業者による退職勧奨の働きかけがあった。

③

④

 ④
⑤

就職の内定の日 （ 年 月 日 ）

 ⑦
⑧

就職の内定の日 （ 年 月 日 ）

　就職の内定の日以降について求職活動を行っていた。

 ⑧
⑨

就職の内定の日 （ 年 月 日 ）

上記①～ ⑧⑨については、いずれも相違ありません。

住所

電話番号(※)（　　-　　　　　-　　　） 氏名

早期再就職支援等助成金（再就職支援コース）個別表

整理番号

支給対象者氏名 雇用保険被保険者番号

離職する事業所の事業主から退職勧奨を受けて退職することとなった過程
において「退職強要（注）」があったと受け止めている。

（はい・いいえ）
（注）支給対象者が、申請事業主から退職勧奨（解雇の場合を含まな
い）を受けて退職することとなった過程において、退職の意思がない
のにも関わらず、多数回・長期に及ぶ退職勧奨が行われたり、退職や
著しい処遇低下以外の選択肢を与えられないなど、自由な意思決定が
妨げられる状況に置かれて退職の合意を求められることをいう。

（以下の質問は、（４）の休暇を付与された場合に回答してください）

（はい・いいえ）

（以下の質問は、（５）の職業訓練実施支援を行われた場合に回答してください）

（５）に記載されたとおり訓練を受講した。 （はい・いいえ）

　「本人確認欄」の内容確認のため、労働局又はハローワークからご本人へ上記住所へ郵送により確認票を送付することと
しています（ただし、離職理由が解雇の場合を除きます。）。郵送による確認を希望されますか。

(チェック
欄)

本人確認欄

（※）労働局又はハローワークから
連絡しても差し支えない電話番号

（携帯番号）を記載してください。

（はい・いいえ）

（はい・いいえ）

離職する事業所の事業主が委託した職業紹介事業者の行う再就職支援サー
ビスを受けることを承諾している。

（はい・いいえ）

 ⑤
⑥

離職する事業所の事業主が再就職支援を委託した職業紹介事業者は、支給
対象者が支援を希望した職業紹介事業者（注）である（離職する事業所が
提示した複数の職業紹介事業者の中から選択した場合であって、支給対象
ご本人が同意している場合を含む。）。

（はい・いいえ）
（注）事業主は、再就職支援を委託する職業紹介事業者を次の①又は②に
より選定する必要があります。
 ①  事業主と労働組合等の間であらかじめ複数の職業紹介事業者の選定に
   合意し、支給対象者がその中から選択する方法
 ②　支給対象者の希望に応じて職業紹介事業者を選定する方法

 ⑥
⑦

就職内定の日より前に、離職する事業所の事業主が委託した職業紹介事業
者の再就職支援サービスを受けた。

（はい・いいえ）

（注）再就職支援サービスとは、職業相談、職業紹介、訓練（セミナーを
含む）、グループワークなど、再就職を促進するための支援をいいます
（再就職支援の開始時等に行われるオリエンテーション、ガイダンス、再
就職支援の進め方などに係る初回面談、再就職決定後における助言及び事
務手続き等のための面談、電話等での事務連絡（来所日の連絡等）等は再
就職支援に含みません。)。

（以下の質問は、職業紹介事業者の行う再就職支援を受けた場合に回答してください）

希望する再就職先の雇用形態について、次のＡからＦまでのいずれかに○をしてください。
（再就職先での実際の雇用形態と異なる記号に○をつけても構いません。）
　Ａ　フルタイム労働者（期間の定めなし）
　Ｂ　フルタイム労働者（反復更新ありの６か月以上の有期雇用契約）
　Ｃ　フルタイム労働者（Ｂ以外の有期雇用契約）
　Ｄ　パートタイム労働者
　Ｆ　その他（その内容を具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　）



記載にあたっては、裏面の記入上の注意を必ずご覧ください。

しています（ただし、離職理由が解雇の場合を除きます。）。郵送による確認を希望されますか。

　なお、「いいえ」の場合であっても、後から、任意の書面や電話で申告することも可能です。お近くの都道府県労働局も
しくはハローワークまでお問い合わせください。
　また、郵送による確認の希望の有無に関わらず、本人確認欄の内容確認のため労働局又はハローワークから電話（上記電
話番号）によるご連絡をすることがありますので、ご協力をお願いします。

はい

いいえ



様式第４号（裏面）

【提出上の注意】

１ この様式は、支給申請書（様式第３－１号）に添えて提出してください。

２ この様式は、支給対象者ごとに作成してください。

３ この様式の内容について、疑義がある場合には、支給対象者又は再就職に係る支援を委託した職業紹介

事業者等に問い合わせる場合がありますので、御了承ください。

【記入上の注意】

本人確認欄

１ 当該支給対象者本人に確認を行い、質問①～⑩⑨について、それぞれ該当箇所に「○」を付け、日付を記

入してください。

２ 下欄（住所、電話番号、氏名欄）には、内容に誤りがないかについて支給対象者本人の確認を受け、支

給対象者本人が氏名等の記載してください。

３ 本人確認欄の内容確認のため、労働局又はハローワークから支給対象者本人にお電話をすることがあり

ます。連絡をしても差し支えない電話番号（携帯番号）を記入してください。



( )

（１）支給対象者について

1 2

3 4

5 6

7 8

イ　再就職援助計画対象者

ロ　求職活動支援書対象者

10

11

12

（２）支給対象者を雇用していた事業主との関係

1

2

（３）再就職支援の委託を受けた職業紹介事業者でないことの確認及び当該職業紹介事業者との関係

1

2

3

（４）賃金上昇確認欄

　離職前に最後に支払われていた毎月決まって支払われる賃金額について、当てはまるものを☑をしてください。

（２）１の事業主の事業所への復帰の見込みがある。

「（１）支給対象者について」欄及び上記の回答について、いずれも相違ありません。

※記載にあたっては、裏面の記入上の注意を必ずご覧ください。

合理的な理由なく、毎月決まって支払われる賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、毎月決まって支払われる賃金の額
を引き上げるものではない。

毎月決まって支払われる賃金を上昇させた後、合理的な理由なく、引き下げるものではない。 （はい・いいえ）

月

（はい・いいえ）

月

4

可能な範囲でご
記載ください。

（２）１の事業主の事業所の産業分類（日本標準産業分類大分類）
　　（裏面の※４のＡ～Ｔより選択してください）

（２）１の事業主の事業所における雇用形態（裏面の※３のＡ～Ｆより選択してくださ
い。）

本人記載欄

（はい・いいえ）

（はい・いいえ）

（はい・いいえ）

円

円 月

（２）１の事業主の事業所の離職後から現在の事業所に雇い入れされるまでの間に、
　　別の事業所において雇用保険一般被保険者又は高齢被保険者として雇用されたことがある

月

雇入れから最初に到来する賃金支払日以降６か月の毎月決まって支払われる賃金額（Ｂ）2

円

月

月

3

円

円

円

様式第１号（R87.4.81改正）

対象労働者雇用状況等申立書
早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース）

枚中 枚目

日
雇用形態

（裏面の【※1】を参照）
Ａ～Dから選択）

雇入れ日 年 月

支給対象者氏名
雇用保険

被保険者番号

所属部署
職種

（※裏面の01～15から選
択）

雇入れ経路
（裏面の※２のＡ～Ｃから

選択）

年齢 歳

賃金締切日及び賃金支払日 （　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　）

雇入れ日以降、支払期日を超えて支払っていない賃金がある。 （はい・いいえ）

 ※労働局記載欄

 特例対象者
 【　該当　・　非該当】

時間外手当・深夜手当・休日手当等を法定どおり支払っている。 （はい・いいえ）

1

再就職援助計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者となった事業
主名又は特定受給資格者として受給資格の決定に至ることとなる離職前
の事業主名

1の事業主と、支給対象者の雇入れの日から起算してその日以前１年間において、資本的・経済的・組織
的関連性から見て密接な関係にある事業主に該当する。

（はい・いいえ）

再就職援助計画対象被保険者又は支援書対象被保険者となった事業主か
ら再就職支援の委託を受けた職業紹介事業者名

9

対象者の区分
（該当するものに○をつ
け、その右欄の日付を記

入）
ハ　特定受給資格者（ハローワーク紹介）

ニ　特定受給資格者（ハ以外）

 □　再就職援助計画対象労働者証明書（写）又は求職活動支援書（写）に記載されている賃金額（Ａ）

円

申請事業主が1の職業紹介事業者である。 （はい・いいえ）

1の職業紹介事業者と支給対象者の雇入れの日から起算してその日以前１年間において、資本的・経済
的・組織的関連性から見て密接な関係にある事業主に該当する。

（はい・いいえ）

 □　離職前６か月のうち連続する２か月間の給与明細等に記載された賃金額（Ａ）

 □　雇用保険受給資格者証の離職前賃金日額に30を乗じて得た額（Ａ）



様式第１号（裏面）
 
【提出上の注意】
１　この様式は、雇入れ支援コースの申請にかかる申請様式です。申請事業主が最後に証明を行った上で、支給申請書（様式第２号）に添えて提
　出してください。
２　この様式は、支給対象者ごとに作成してください。
 
【記入上の注意】
（１）支給対象者について
　１　1～12欄について、申請書提出日における支給対象者の各事項を記入してください。
　２　4欄については、職種を以下から選び、その数字を入力してください。
　　01.管理的職業、02.研究・技術の職業、03.法務・経営・文化芸術等の専門的職業、04.医療・看護・保健の職業、05.保育・教育の職業、06.事務的職業、
　　07.販売・営業の職業、08.福祉・介護の職業、09.サービスの職業、10.警備・保安の職業、11.農林漁業の職業、12.製造・修理・塗装・製図等の職業、
　　13.配送・輸送・機械運転の職業、14.建設・土木・電気工事の職業、15.運搬・清掃・包装・選別等の職業
　３　6欄については、支給対象者の再就職先での雇用形態について、次の中から該当するものの記号を記入してください。
【※１】
　Ａ＝フルタイム労働者（期間の定めなし）
　Ｂ＝派遣労働者(再就職先が派遣事業者の場合)
　Ｃ＝その他（その内容を具体的に6欄に記入）
　Ｄ＝パートタイム労働者（期間の定めなし
４　7欄には、支給対象者の雇入れ（受入れ）経路について、次の中から該当するものの記号を記入してください。
【※２】
　Ａ＝民間職業紹介事業者による職業紹介
　Ｂ＝ハローワーク・地方運輸局による職業紹介
　Ｃ＝Ａ、Ｂ以外の雇入れ
５　9欄ハ及びニについて、特定受給資格者の把握方法について該当するものに「○」を付けてください。
　ハ･･･例えば、ハローワークからの紹介時に職員等から説明があり特定受給資格者であることが判明した場合など
　ニ･･･例えば、本人自ら求人広告や民間の職業紹介事業機関を通じて応募があり、その際に本人から特定受給資格者であることの申出があり判明した場合など
（２）対象者を雇用していた事業主との関係
　１　1欄は、（１）の支給対象者を直前に雇用していた事業主名を記入してください。
　２　2欄は、1欄の事業主と申請事業主との関係について、「はい」又は「いいえ」の該当するほうに「○」を付けてください。「資本的・経済的・組織的関
　　連性等からみて密接な関係」とは、以下のことを指すほか関係性を総合的に判断します。
　　ア　他の事業主の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する事業主を親会社、当該他の事業主を子会社とする場合における、親会社又は子会社であるこ
　　　と。
　　イ　取締役会の構成員について、代表取締役（取締役会を設置していない事業所においてはこれに準ずるもの。以下同じ。）が同一人物であること、又は取締
　　　役（取締役会を設置していない事業所においてはこれに準ずるもの。以下同じ。）を兼務しているものがいずれかの取締役会の過半数を占めていること。
（３）再就職援助計画対象被保険者又は求職支援書対象被保険者となった事業主から再就職支援の委託を受けた職業紹介事業者との関係
　１　1欄は、再就職支援の委託を受けた職業紹介事業者名を記載してください。該当がない場合には斜線を引いてください。
　２　2欄は、申請事業主が1の職業紹介事業者であれば「はい」、そうでなければ「いいえ」に「○」を付けてください。
　３　3欄は、1の職業紹介事業者と申請事業主との関係について、「はい」又は「いいえ」の該当するほうに「○」を付けてください。「資本的・経済的・組
　　織的関連性等からみて密接な関係」とは、以下のことを指すほか関係性を総合的に判断します。
　　ア　他の事業主の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する事業主を親会社、当該他の事業主を子会社とする場合における、親会社又は子会社であるこ
　　　と。
　　イ　取締役会の構成員について、代表取締役（取締役会を設置していない事業所においてはこれに準ずるもの。以下同じ。）が同一人物であること、又は
　　　取締役（取締役会を設置していない事業所においてはこれに準ずるもの。以下同じ。）を兼務しているものがいずれかの取締役会の過半数を占めている
　　　こと。
（４）賃金上昇確認欄
　１　支給対象者が再就職援助計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の場合
　　　再就職援助計画対象労働者証明書（写）又は求職活動支援書（写）に賃金を記載することができない場合は、1欄に、離職前６か月のうち連続する２
    か月間の給与明細等の書類により算定した毎月決まって支払われる賃金を記載することができます。詳細はガイドブックをご覧ください。
　２　支給対象者が特定受給資格者の場合
　　次のア～ウに掲げる書類の賃金額について、イについてはアの賃金額の確認が困難な場合に用いることを可とし、ウについてはイの賃金額の確認が困難な
　場合に用いることを可とする。
　　ア　再就職援助計画対象労働者証明書（写）又は求職活動支援書（写）に記載された賃金額
　　イ　離職前６か月のうち連続する２か月間の給与明細等に記載された賃金額
　　ウ　雇用保険受給資格者証の離職前賃金日額に30を乗じて得た額
　３　賃金上昇要件を満たすためには、Ｂの金額をＡの金額で除して得た数値がいずれも1.05以上であることが必要となります。ただし、毎月決まって
    支払われる賃金を上昇させた後、合理的な理由なく引き下げる場合又は、合理的な理由なく、毎月決まって支払われる賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、
    毎月決まって支払われる賃金の額を引き上げる場合については支給対象となりません。
　　　「毎月決まって支払われる賃金」とは、時間外手当及び休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給及び諸手当をいいます。
　　　　　諸手当に含むか否かについては、以下により判断します。
　　  イ　諸手当に含むもの
　　　(ｲ) 労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当（役職手当、資格手当、資格ではないが労働者の一定の能力
　　　　に対する手当等）。
　　ロ　諸手当に含まないもの
　　　(ｲ) 月ごとに支払われるか否かが変動するような諸手当（時間外手当（固定残業代を含む）、休日手当、夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等）
　　　(ﾛ) 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当（家族手当（扶養手当）、通勤手当、別居手当、子女教育手当、
        皆勤手当、住宅手当等）
    ハ　上記１、２以外の手当については、手当の名称に関わらず実態により判断します。ただし、上記１に挙げた手当であっても、月ごとに支払われるか
　　　否かが変動するような手当と認められる場合は諸手当から除外し、上記２に挙げた手当であっても、例えば以下のように、月ごとに支払われるか否か
　　　が変動しないような手当は諸手当に含めます。
    　(ｲ) 扶養家族の有無、家族の人数に関係なく労働者全員に対して一律支給する家族手当
      (ﾛ) 通勤に要した費用や通勤距離に関係なく労働者全員に対して一律に支給する通勤手当
      (ﾊ) 住宅の形態（賃貸・持家）ごとに労働者全員に対して一律に定額で支給する住宅手当
本人記載欄
　１　当該支給対象者本人に確認を行い、質問に対する回答について、「はい」又は「いいえ」に「○」を付けてください。
　２　内容に誤りがないかについて支給対象者本人の確認を受け、「はい」又は「いいえ」に「○」を付けてもらってください。
　３　（２）１の事業主の事業所における雇用形態及び産業分類（日本標準産業分類大分類）の記載については、
　　　本助成金制度の効果検証のために記入をお願いしております。（記載については任意です）
　４　雇用形態は【※３】から選択して記入してください。
　【※３】
　　Ａ＝フルタイム労働者（期間の定めなし）
　　Ｂ＝フルタイム労働者（反復更新ありの６か月以上の有期雇用契約）
　　Ｃ＝フルタイム労働者（Ｂ以外の有期雇用契約）
　　Ｄ＝パートタイム労働者
　　Ｅ＝派遣労働者
　　Ｆ＝その他
　５　産業分類（日本標準産業分類大分類）は【※４】から選択してください。
　【※４】
　　Ａ＝農業、林業　　Ｂ＝漁業　　Ｃ＝鉱業、採石業、砂利採取業　　Ｄ＝建設業　　Ｅ＝製造業　Ｆ＝電気、ガス、熱供給、水道業
　　Ｇ＝情報通信業　　Ｈ＝運輸業、郵便業　　Ｉ＝卸売業、小売業　　Ｊ＝金融業、保険業　　Ｋ＝不動産業、物品賃貸業
　　Ｌ＝学術研究、専門・技術サービス業　　Ｍ＝宿泊業、飲食サービス業　　Ｎ＝生活関連サービス業、娯楽業
　　Ｏ＝教育、学習支援業　　Ｐ＝医療、福祉　　Ｑ＝複合サービス業　　Ｒ＝サービス業（他に分類されないもの）
　　Ｓ＝公務（他に分類されるものを除く）　　Ｔ＝分類不能の産業



様式第２号（R87.4.81改正）

年 月 日

（ 〒 ）

　
（ 〒 ）

　
（ 〒 ）

3 － －

4 －

6  円

67 ）

78

 Ａ  Ｂ  Ｃ  （Ｂ－Ａ）/Ａ

 千円  千円  ％　

(12) Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

9 円 人）

－ －

※

局長 部長 課長 課長補佐 職業指導官 係長 担当 年 月 日

年 月 日

年 月 日

所長 部長・次長 課長・統括 上席・係長 職業指導官担当 第 号

円

年 月 日
記載にあたっては、裏面の記入上の注意を必ずご覧ください。

支 給 決 定 額

通知書発送年月日

処　理　欄

受 理 年 月 日

起 案 年 月 日
支給（不支給）決定年月日

支 給 決 定 番 号

支給申請額

10 申請に関する担当者

所 属 電話番号

E-MAIL ＠氏 名

無

事業主都合による
解雇等の有無

対象者の雇入れ日の前日から起算して６か月前の日から１年を経過した日までの間に事業主都
合による解雇等（退職勧奨を含む。）を行ったことの有無 有 無

優遇助成による申請を希望される場合のみ８ ９を記載してください。

該当する
財務分析
結果に○

 ローカルベンチマークの財務分析結
果（総合評価点）がＢ以上であるこ
と。

 売上高を
 記載

 （　　）年度
 ※Bの３年度前

 （　　）年度
 ※直近の会計年度

 添付書類  ※確認欄

給与支払額 対象者数

（対象者数

 （対象者数　　　　　人）

国・地方公共団体の補助金等の申請の有無 有 （名称

(1)
 直近の会計年度と3年度前を比較した
 売上高が５％以上伸びていること。

 支給申請額

早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース）の支給を受けたいので別紙を添付のうえ、次のとおり申請します。

1 事業所の名称

2 事業所の所在地

5 事業内容
産業分類 大分類 中分類

雇用保険適用事業所番号

労働保険番号

早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース）支給申請書
申請日

労　働　局　長　　殿

代　理　人 所在地
名称

事　業　主 所在地
名称

代表者氏名

　事務代理者） 名称
社会保険労務士 氏名

氏名

（提出代行者・ 所在地

A：支給申請日から遡って直近年度 B：Aの前年度
89

(2)
給与等受給者一人当たりの平均受給
額を５％以上上昇させていること。

平均受給額
等を記載

平均受給額 平均受給額

給与支払額対象者数



様式第２号（裏面）
 
○　雇入れ支援コース
【提出上の注意】
　本様式は、早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース）（以下「助成金」という。）の支給を受けようとする場合に、次の申請期限までに、
以下の書類を添付して管轄労働局長に提出してください。支給申請期限を過ぎると申請書を受理できず、助成金の支給はできません。
・支給基準日（雇入れ日から起算して６か月後の日）の翌日から２か月以内

【申請時提出書類】
１　対象労働者雇用状況等申立書（様式第１号）
２　雇入れを確認するための書類
（１）　再就職援助計画対象者又は求職活動支援対象者の場合
　　ア　再就職援助計画対象労働者証明書（写）又は求職活動支援書（写）（離職前賃金が記載されていること。）
　　　　　　離職前賃金を記載することができない場合は、離職前６か月のうち連続する２か月間の給与明細等の書類も追加で提出してくださ
い。 に代えることができます。
　　　　詳細はガイドブックをご覧ください。
（２）　特定受給資格者の場合
　　次のア～ウに掲げる書類について、イについてはアの提出が困難な場合に用いることを可とし、ウについてはイの提出が困難な場合に
　用いることを可とします。
　　ア　再就職援助計画対象労働者証明書（写）又は求職活動支援書（写）
　　イ　離職前６か月のうち連続する２か月間の給与明細等及び雇用保険受給資格者証
　　ウ　雇用保険受給資格者証の写し
３　雇入れ日から支給申請日までの間の、対象労働者に支払われた賃金を確認するための書類（賃金台帳等）
４　雇用契約書（写）、雇入れ通知書（写）等期間の定めのない労働者として雇用されていることがわかる書類
５　支給要件確認申立書（共通要領様式第１号）
６　優遇助成を受けようとする場合、次の（１）～（２）いずれかの書類。
 （１）　売上高について、支給申請日の属する年度の直近の会計年度とその３年度前の間で比較することのできる書類（写）
（１ ２）　ローカルベンチマークの財務分析結果を示す書類（写）及び財務諸表
（２）　支給申請日が属する年度の直近の年度及びその前年度の労働保険確定保険料・一般拠出金申告書（写）
７　その他管轄労働局長が必要と認める書類
 
 ※　添付書類の写しについては、原本から転記及び別途作成したものではなく、根拠法令に基づき、実際に使用者が事業場ごとに調製し、記入し
ているもの、または原本を複写機を用いて複写したものとしてください。

【記入上の注意】
１　各欄ともこの支給申請書の申請日における状況を記入してください。
２　事業主が自ら申請を行う場合は、事業主の氏名等の記載が必要です。
３　申請者が代理人の場合は、事業主が代理人に対し、本助成金の申請手続きについての権限を委任したことを証明する委任状を提出してくださ
い。この場合、「代理人」の欄に代理人の氏名等の記載を行うとともに、「事業主」の欄は代理する事業主等の住所及び氏名を記載してくださ
い。
　また、申請者が社会保険労務士法施行規則第16条第２項に規定する提出代行者又は同令第16条の３に規定する事務代理者の場合は、「（提出代
行者・事務代理者）社会保険労務士」欄に申請者の氏名等について記載をするとともに、「事業主」の欄は事業主の氏名等を記載してください。
４　１欄～５欄は、申請事業所における事項をそれぞれ記入してください。
５　５欄は、事業内容とともに日本標準産業分類により大分類はＡ～Ｔを、中分類は01～99までの該当する記号又は数字を記入してください。
　大分類は、【A農業・林業、B漁業、C鉱業・採石業・砂利採取業、D建設業、E製造業、F電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業・
郵便業、I卸売業・小売業、J金融業・保険業、K不動産業・物品賃貸業、L学術研究・専門･技術サービス業、M宿泊業・飲食サービス業、N生活関連
サービス業・娯楽業、O教育・学習支援業、P医療・福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業（他に分類されないもの）、S公務（他に分類されるも
のを除く、T分類不能の産業】のうちから記入してください。中分類は、総務省ホームページを参照して記入してください。

　※総務省ホームページ「日本標準産業分類（令和５年６月改定）（令和６年４月１日施行）」
　　https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/R05koumokusetsumei.html

 ６　６欄は、支給申請額と支給対象者数を記入してください。
６ ７　６ ７欄は、本助成金以外で国・地方公共団体からの補助金等を受けているかどうか、もしくは、申請する予定があるかどうかについて、
「有」又は「無」に「○」を付けてください。「有」の場合は受給している（受給する）補助金等の具体的な名称を記入してください。
　なお、欄に記入しきれない場合は、別紙（様式任意）にまとめてください。
７ ８　７ ８欄は、支給対象者の雇入れ日の前日から起算して６か月前の日から１年を経過した日（以下「早期雇入れ支援基準期間」という。）ま
での間に、事業所において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等（退職勧奨を含む。）をしたことがあるかどうかについて、該当
箇所に「○」を付けてください。「有」の場合は、本助成金の支給を受けることはできません。
８ ９　８ ９欄は、
 （１）「直近の会計年度と３年度前を比較した売上高が５％以上伸びていること」に該当する場合、11欄の（１）に支給申請日の属する年度の直
 近の会計年度とその３年度前の年度の売上高を記入してください。
（１ ２）「ローカルベンチマークの財務結果（総合評価点）がＢ以上であること」に該当する場合、８11欄の（１ ２）にローカルベンチマークの
財務分析結果に該当するものに○をしてください。
（２）　「給与等受給者一人当たりの平均受給額を５％以上上昇させていること」に該当する場合、８欄の（２）に支給申請日が属する年度の直
近の年度及びその前年度の従業員数、給与支払額及び平均受給額 を記載してください。
　具体的には、以下のとおり計算した平均受給額を記載してください。なお、平均受給額の記載に当たっては、小数第３位を四捨五入し、最大小
数第２位までで記載してください。
・対象者数：「労働保険確定保険料・一般拠出金申告書」の⑤欄「雇用保険被保険者数」×12
・給与支払額：「労働保険確定保険料・一般拠出金申告書」の⑧欄（ホ）の額
・平均受給額：給与支払額を従業員数で除した金額
９　９欄は、支給申請額と支給対象者数を記入してください。
10　10欄は、本申請に関して、労働局との質疑応答が可能な方（代理人等の場合は代理人等）を記入してください。
11　「※処理欄」には記入しないでください。

【不支給要件】
以下のいずれかに該当する事業主に対しては、本助成金の支給を行いません。



以下のいずれかに該当する事業主に対しては、本助成金の支給を行いません。
１　支給対象者の雇入れ日から起算してその日以前１年間において、支給対象者を雇用していた事業主との関係が、次の(1)～(3)のいずれかに該
当する場合
(1)  両者が親会社と子会社、又はその逆の関係にあること。
(2)  取締役会の構成員について、両者の代表取締役（取締役会を設置していない事業所においてはこれに準ずるもの。以下同じ。）が同一人物で
あること又は取締役（取締役会を設置していない事業所においてはこれに準ずるもの。以下同じ。）を兼務しているものがいずれかの取締役会の
過半数を占めていること。
(3)  その他、資本的・経済的・組織的関連性等からみて両者が独立性を認められないものであること。
２　支給対象者に対する賃金を支払期日までに支払っていない場合（支払期日を超えて支払っていない場合であっても支給申請を行うまでに当該
賃金を支払った場合は支給対象となります。)。
３　再就職支援の委託を受けた職業紹介事業者又は雇入れ日から起算して１年前の日から当該再就職の日までの間において当該職業紹介事業者と
資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係のある事業主
４　早期雇入れ支援基準期間に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合で解雇等（退職勧奨を含む。）している事業主
５　本助成金の支給に係る事業所において、早期雇入れ支援基準期間に３人を超え、かつ雇用保険被保険者の６％を超える特定受給資格者となる
離職者を出した事業主
６　事業所において、次の(1)～(3)の書類を整備、保管していない事業主（船員法（昭和22年法律第100号）において整備、保管が義務付けられて
いる書類を含む。）
(1)  支給対象者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカード又は船員法第67条に定める記録簿等の書類
(2)  支給対象者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記載された賃金台帳又は船員法第58条の２に定
める報酬支払簿
(3)  離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類
 
【その他】
１　一の事業所に対する一の年度（支給申請日を基準とし４月１日から翌年３月３１日までをいう。）の本助成金の支給対象者の合計が500人を超
えるときは、500人を限度とします。
２　管轄労働局長は、本助成金の支給に関して必要があると認めるときは、調査又は報告を求める場合がありますので、ご協力をお願いします。
なお、調査又は報告の際に求められた書類等を提出できない場合には、本助成金の支給を行いません。
３　本助成金の申請に当たって管轄労働局長に提出した書類等については、本助成金の支給日が属する年度の翌年度の初日から起算して５年間保
管してください。
４　偽りその他不正の手段により本助成金の支給を受けた場合は、支給した本助成金の全部又は一部を返還していただきます。返還に関しては、
受給した日の翌日から返還を終了する日までの期間に対し、年３％の利息を付すとともに、当該返還金額の２割に相当する額を請求します。
５　偽りその他不正の手段により本助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主については、一定期間において雇用保険法に基づく助成金等
の申請ができなくなります。



様式第１号(R87.4.81改正) 

早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）中途採用計画（変更）届 

 

早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）の中途採用計画（変更）を届け出ます。 
 

                                   年  月  日 

       労働局長 殿   

       

  事 業 主 所 在 地 〒 

                           名 称 

代表者氏名                    

 

  代 理 人 所 在 地 〒 

                           名 称 

                           氏 名                    

氏 名 

  （提出代行者・ 所 在 地 〒 

                    事務代理者） 名 称 

                    社会保険労務士 氏 名                    
 

１
申
請
事
業
主 

(1) 雇用保険適用事業所番号      －       － (2)常時雇用する労働者数 人 

(3) 事業所の名称及び所在地等 

名 称 

 

所在地  

 

 

２
中
途
採
用
計
画 

(1) （計画の変更手続きの場合） 

   計画受理番号 
 

(2) 中途採用計画期間 

(3) 中途採用実施区分 

    年  月  日 ～     年  月  日 

 ６か月  １年 

①計画期間中に中途採用率をの５ポイン

ト以上拡大することが必要です。 

②45 歳以上の計画期間中に中途採用率を５ポイン

ト以上拡大する又は中途採用率が 50％以上である

ことが必要です。の拡大 

(34)  計画期間前中途採用率及び

計画期間目標中途採用率 

①計画期間の前年同期の中途採用率 ①②計画期間の前年同期の目標中途採用率 

Ａ中途採用者数 人 Ａ中途採用者予定数 人 

Ｂ採用者総数 人 Ｂ採用者予定総数 人 

Ｃ中途採用率 

〔（A/B）×100〕 
％ 

Ｃ中途採用率 

〔（A/B）×100〕 
％ 

②計画期間目標 ②計画期間目標 

採用予定者総数 人 採用予定者総数 人 

中途採用率拡大目標値＝ 

｛（②Ｃ中途採用率）－（①Ｃ中途採用率）｝ 
ポイント 

(5) (3)②「45歳以上の中途採用率

の拡大」に取り組む事業主 

Ｄ45 歳以上中途採用者数 人 Ｄ45 歳以上中途採用者予定数 人 

Ｅ45 歳以上中途採用率 

〔（D/B）×100〕 
％ 

Ｅ45 歳以上中途採用率 

〔（D/B）×100〕 
％ 

45 歳以上中途採用率拡大目標値＝ 

｛（(4)②Ｅ45 歳以上中途採用率）－（ (4)①Ｅ45 歳以上中途採用率）｝ 
ポイント 

３ 中途採用計画の提出の日の前日から起算して６か月前の日から中途採用計画提出日までの間に  

事業主都合による解雇等（退職勧奨を含む。）を行ったことの有無 
有  無  

４申請に関する担当者 
所属  電話番号  

氏名   

 

 

 

※ 処理欄 

（労働局記入） 

受理年月日     年  月  日 受理番号  企業規模 
□ 大企業  

□ 中小企業 

受理印 
 



  



 

 

 

【提出上の注意点】 

１ この様式を計画の届出のために使用する場合は、標題中「（変更）」を抹消してください。また、変更申請の場合は、標題の（変更）を○で囲んでください。 

２ この計画書は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に提出してください。 

３ この計画書は、４に掲げる書類を添えて、中途採用計画期間の初日の前日の６か月前の日から計画期間の初日の前日までの間に提出してください。 

４ この計画書を提出する場合は、次の書類を添付してください。 

(1) 支給要件確認書（様式第３号） 

(2) 中途採用率算定対象一覧（計画期間前）（様式第４号） 

(3)（常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主の場合） 

① 中途採用に係る情報公表（中途採用により雇い入れられた者の割合）の義務を履行していることが確認できる書類（自社ホームページの該当ページの写し等） 

(4)（中途採用計画期間前に対象中途採用者の雇用管理制度が整備されている場合） 

① 対象中途採用者に適用される雇用管理制度が確認できる書類（採用規程、就業規則、賃金規程、人事評価規程等） 

② 新規学卒者等に適用される雇用管理制度が確認できる書類（採用規程、就業規則、賃金規程、人事評価規程等） 

（対象中途採用者に適用される雇用管理制度と異なる雇用管理制度である場合に限ります。） 

(5)その他管轄都道府県労働局長が必要と認める書類 

※ 添付書類の写しについては、原本から転記及び別途作成したものではなく、根拠法令に基づき、実際に使用者が事業場ごとに調製し、記入しているもの、または

原本を複写機を用いて複写したものとしてください。 

５ 次の内容について当該計画の内容に変更が生じるときは、計画の変更を申請しなければなりません。変更の際は、この様式を計画変更書として使用します。 

変更の申請がなされず、都道府県労働局長に届出された計画と支給申請時の計画の内容に違いがある場合、支給決定されないことがあります。 

変更が生じた場合遅滞なく変更の届出をしてください。 

  ① 中途採用計画届（様式第１号）の提出時に添付した中途採用率算定対象一覧（計画期間前）（様式第４号）に記載した対象者に変更が生じた場合(中途採用計画

届の提出日以降中途採用計画期間の開始までに雇入れを行った場合) 

  ② 中途採用計画届（様式第１号）の提出時に添付した支給要件確認書（様式第３号）において、中途採用計画期間中に整備することとしていた雇用管理制度、各

種規程について追加が生じた場合又は整備しなくなった場合 

６ その他、この計画について労働局が立ち入り検査等を行うことがありますので、ご協力ください。 

７ 支給申請を行うときは、必要な書類の整備又は提出が必要です。 

 

【記入上の注意】 

１ 各欄とも、この中途採用計画届（様式第１号）の提出日における状況を記入してください。 

２ 事業主が自ら申請を行う場合は、事業主の氏名等の記載が必要です。 

３ 申請者が代理人の場合は、事業主が代理人に対し、本助成金の申請手続きについての権限を委任したことを証明する委任状を提出してください。この場合、「代理人」

の欄に代理人の氏名等の記載を行うとともに、「事業主」の欄は代理する事業主等の住所及び氏名を記載してください。 

また、申請者が社会保険労務士法施行規則第16条第２項に規定する提出代行者又は同令第16条の３に規定する事務代理者の場合は、「（提出代行者・事務代理者）

社会保険労務士」欄に申請者の氏名等について記載をするとともに、「事業主」の欄に事業主の氏名等を記載してください。 

４ １(1)欄～(3)欄は、支給申請を行う事業所における事項をそれぞれ記入してください。 

  １(2)欄の「常時雇用する労働者数」は、２か月を超えて使用される者（※1）であり、かつ、週当たりの所定労働時間が当該企業の通常の従業員と概ね同等である

者（※2）の数をそれぞれ記入してください。 

※1 「２か月を超えて使用される者」とは、実態として２か月を超えて使用されている者のほか、それ以外の者であっても雇用期間の定めのない者及び２か月を超え

る雇用期間の定めのある者を含みます。 

※2  「週当たりの所定労働時間が当該企業の通常の従業員と概ね同等である者」とは、例えば、当該企業の通常の従業員の週当たりの所定労働時間が40 時間である

場合、その週当たりの所定労働時間が概ね40 時間である者をいいます。 

５ ２(1)欄は、当該計画の変更の届出を行う場合に、労働局から送付された中途採用計画（変更）届（様式第１号）（写）に記載された受理番号を記載してください。 

６ ２(2)欄は、①中途採用率の拡大又は②45歳以上の中途採用率の拡大に取り組む計画期間を記載してください。 

また、計画期間は６か月又は１年の選択になりますので、該当する欄に○を付けてください。なお、計画期間が６か月の場合は、当該計画期間中に中途採用率を５

ポイント以上上昇させる必要があるのに対して、計画期間が１年の場合は、当該計画期間中に中途採用率を５ポイント以上上昇させるか、当該計画期間中の中途採用

率が50％以上である必要があります。 

７ ２(3)欄は、該当する区分の□に○を付けてください。（一方または双方のいずれでも可） 

８ ２(34)欄は、次のとおり記載してください。なお、中途採用率については、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位までの数値を記載してください。 

「① 計画期間の前年同期の中途採用率」 

                   計画期間の前年同期に雇い入れた中途採用者数（①Ａ） 

計画期間の前年同期の中途採用率 ＝                              ×100 

                    計画期間の前年同期に雇い入れた採用者総数（①Ｂ） 

 

「②計画期間目標中途採用率」 

 ・採用予定総数が50人未満の場合 

 

                 計画期間中の中途採用者予定数（②Ａ） 

  計画期間目標中途採用率 ＝                      ×100 

                  計画期間中の採用予定総数（②Ｂ） 

 

 ・採用予定総数が50人以上の場合 

 

                10＋[（中途採用者予定数（②Ａ）－10）×２ ] 

  計画期間目標中途採用率 ＝                           ×100 

                       採用予定総数（②Ｂ） 

 

また、②計画期間目標のＡ「中途採用予定者予定総数」にとは、計画期間中に中途採用を予定している人数を記載してください。 

ただし、そのうち支給対象者となるのは、中途採用者かつ、に該当以下ア、イのいずれにも該当する者のみですので、支給申請に当たっては注意してください。な

お、中途採用率拡大目標値は、期間中の中途採用率から期間前の中途採用率を減じた値（ポイント）を該当欄に記載してください。 

ア 雇入れ日の前日から起算して１年前の日から雇入れ日の前日までの間のいずれかの日において、雇用関係、出向、派遣、請負又は委任により、本支給申請を行

う事業主の事業所で就労したことがない者であること。 

イ 雇入れ日の前日から起算して１年前の日から雇入れ日の前日までの間のいずれかの日において、本支給申請を行う事業主と資本的・経済的・組織的関連性等か

らみて密接な関係にある事業主に雇用されていた者でないこと。 

  なお、「資本的・経済的・組織的関連性等からみて密接な関係」とは、以下のことを指すほか、関係性を総合的に判断します。 

  (ｱ) 他の事業主の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する事業主を親会社、当該他の事業主を子会社とする場合における、親会社又は子会社であること。 

様式第１号（裏面） 



(ｲ) 取締役会の構成員について、代表取締役（取締役会を設置していない事業所においてはこれに準ずるもの。以下同じ。）が同一人物であること又は取締役

（取締役会を設置していない事業所においてはこれに準ずるもの。以下同じ。）を兼務しているものがいずれかの取締役会の過半数を占めていること。 

また、①、②とも、算定の対象となる者は、期間の定めのない労働者（パートタイム労働者を除く。）として雇い入れられた雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保

険者に限ります。また、②Ａ「中途採用者予定数」とは、中途採用を予定している人数を記載してください。ただし、そのうち支給対象者となるのは以下ア、イのい

ずれにも該当する者のみですので、支給申請に当たっては注意してください。 

ア 雇入れ日の前日から起算して１年前の日から雇入れ日の前日までの間のいずれかの日において、雇用関係、出向、派遣、請負又は委任により、本支給申請を行

う事業主の事業所で就労したことがない者であること。 

イ 雇入れ日の前日から起算して１年前の日から雇入れ日の前日までの間のいずれかの日において、本支給申請を行う事業主と資本的・経済的・組織的関連性等か

らみて密接な関係にある事業主に雇用されていた者でないこと。 

  なお、「資本的・経済的・組織的関連性等からみて密接な関係」とは、以下のことを指すほか、関係性を総合的に判断します。 

  (ｱ) 他の事業主の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する事業主を親会社、当該他の事業主を子会社とする場合における、親会社又は子会社であること。 

(ｲ) 取締役会の構成員について、代表取締役（取締役会を設置していない事業所においてはこれに準ずるもの。以下同じ。）が同一人物であること又は取締役

（取締役会を設置していない事業所においてはこれに準ずるもの。以下同じ。）を兼務しているものがいずれかの取締役会の過半数を占めていること。 

 

 

 

 

 

９ ２(5)欄は、次のとおり記載してください。 

「① 計画期間前中途採用率」 

               45歳以上中途採用者数（①Ｄ） 

計画期間前中途採用率 ＝                  ×100 

                  採用者総数（①Ｂ） 

 

 

「② 計画期間目標中途採用率」 

                45歳以上中途採用者予定数（②Ｄ） 

計画期間目標中途採用率 ＝                  ×100 

                採用予定総数（②Ｂ） 

 

45 歳以上中途採用率拡大目標値は、期間中の45歳以上中途採用率から期間前の45歳以上中途採用率を減じた値（ポイント）を記載してください。 

９10 ３欄は、中途採用計画の提出の日の前日から起算して６か月前の日から中途採用計画届の提出日までの間に事業所において雇用する雇用保険被保険者を事業主都

合により解雇等（退職勧奨を含みます。）したことがあるかどうかについて、「有」又は「無」に○を付けてください。「有」の場合は本助成金の支給をうけることはで

きません。 

101 ４欄は、本助成金の申請に関して、労働局との質疑応答が可能な方（代理人等の場合は代理人等）を記入してください。 

112 「※処理欄」及び「※決裁欄」には記入しないでください。 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

１ 管轄労働局長は、本助成金の支給に関して必要があると認めるときは、調査又は報告を求める場合がありますので、ご協力をお願いします。なお、調査又は報告の

際に求められた書類等を提出できない場合には、本助成金の支給を行いません。 

２ 本助成金の申請に当たって管轄労働局に提出した書類等については、本助成金の支給日が属する年度の翌年度の初日から起算して５年間保管してください。 

３ 偽りその他不正の手段により本助成金の支給を受けた場合は、支給した本助成金の全部又は一部を返還していただきます。返還に関しては、受給した日の翌日から

返還を終了する日までの期間に対し、年３％の利息を付すとともに、当該返還金額の２割に相当する額を請求します。 

４ 偽りその他不正の手段により本助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、一定期間において雇用保険法に基づく助成金等の申請ができなくなります。 



様式第３号(R87.4.81改正）

1

①

② 　（次のいずれかにチェック）

□

□ ①の採用予定職種に係る雇用管理制度が整備されていない。

③ □ ①の職種で採用された新規学卒者等が在籍している。

　（上記に当てはまる場合、次のいずれかにチェック）

□

□

□ ①の職種で採用された新規学卒者等が在籍していない。

 ④

 ⑤

 ⑥

 ⑦

2

　（次のいずれかにチェック）

□

□ 公表していない。

　（次のいずれかにチェックの上、URL等を記載してください。）

□

□

③

(※)「雇用管理制度」とは、労働時
間・休日、雇用契約期間、評価・処遇
制度（人事評価、賃金、昇格、異動、
転勤等の仕組みをいう）等をいいま
す。

①の採用予定職種に係る雇用管理制度が整備されている。

（「整備されていない」を選択した場合、中途採用計画期間中に整備予定の雇用管理
制度、規程、整備予定時期について具体的に記載）

早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）　支給要件確認書

中途採用計画（内容）

採用予定職種

①の職種の雇用管理制度（※）の整備
状況

①の職種の採用対象

中途採用者と同じ雇用管理制度（※）の適用を受ける新規学卒者等が在籍し
ている（整備予定の雇用管理制度を当該新規学卒者等に適用する場合を含
む。）。

中途採用者と同じ雇用管理制度（※）の適用を受ける新規学卒者等が在籍し
ていない。

 採用予定時期

 配置予定部署・役職

 採用時の評価方法

 採用後のモデルキャリア

事業所の直近の３事業年度の各年度
の、採用した正規雇用労働者の中途採
用比率

(　　　　　　　)年度　　　　　(　　　　　　　)％

(　　　　　　　)年度　　　　　(　　　　　　　)％

(　　　　　　　)年度　　　　　(　　　　　　　)％

常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主の場合は、以下の２を記載してください。

中途採用に係る情報公表の義務の履行状況

①
中途採用計画提出日時点における中途
採用により雇い入れられた者の数の割
合の公表状況

公表している。

②
①で公表している場合の中途採用に係
る公表場所

自社ホームページ
（掲載URL：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

自社ホームページ以外
 掲載方法：
 掲載場所の名称：
 掲載URL：



様式第３号（裏面）

【提出上の注意点】

１ この様式は、中途採用計画（変更）届（様式第１号）に添えて提出してください。

【記入上の注意】

１ １欄は、様式第１号で届け出た計画期間内に計画している中途採用についてその内容を記載してください。

複数の職種での採用を計画している場合は、本様式を複数枚使用し、職種ごとに１欄①～③⑥に記載してください。

２ １①欄は、計画期間内に採用を予定している職種を記載してください。

３ １②欄は、①欄の採用職種に係る雇用管理制度の整備状況について当てはまるものの□にチェックを付してくだ

さい。

中途採用計画の提出時点で雇用管理制度が整備されていない場合、計画期間中に整備する雇用管理制度の規定や

内容、整備する予定時期を具体的に記載してください。

４ １③欄は、当該職種について、同じ職種での新規学卒者等の採用の有無について当てはまる方の□にチェックを

付してください。

また、同じ職種で採用された新規学卒者等が在籍している場合、同じ雇用管理制度の適用を受ける新規学卒者等

の有無について当てはまる方の□にチェックを付してください。

なお、同じ職種で採用された新規学卒者等が在籍している場合であって、「同じ雇用管理制度の適用を受ける新

規学卒者等がいない」に該当する場合は、本助成金の支給要件を満たしません。

５ １④欄は、計画期間内における採用を行う時期を記載してください。

６ １⑤欄は、中途採用者の採用後の配置予定部署・役職について記載してください。

７ １⑥欄は、中途採用者の採用時の評価方法を具体的に記載してください。応募者の経験・能力・適性等を踏まえ

た評価をする必要があります。

（例）・○○の資格、経験年数を踏まえて、生産性向上が期待できることを評価する。

８ １⑦欄は、採用後のモデルキャリアについて記載してください。

（例）・○年後：店舗責任者、△年後：エリアマネージャー、□年後：統括責任者

５ ２①欄は、中途採用計画提出日時点における、直近の３事業年度の各年度に採用した正規雇用労働者の中途採用

比率の公表状況について、当てはまるものの□にチェックを付してください。

６ ２②欄は、以下に従って記載してください。

・中途採用に関する情報を公表している場所に✓を入れるとともに、掲載URLを記載してください。

・自社ホームページ以外の方法で公表している場合は「自社ホームページ以外」に✓を入れ、掲載方法、掲載場

所の名称を記入してください。求人サイト等に公表した場合は掲載URLを記載してください。

・中途採用に関する情報が掲載されていることが確認できる書類を添付してください。

７ ２③欄は、直近の３事業年度の公表した中途採用比率を記入するとともに、２②欄の公表場所に公表されている

ことが確認できる書類を添付してください。



様式第４号（続紙）（Ｒ87.4.81改正）

21 - - 年 月 日

22 - - 年 月 日

23 - - 年 月 日

24 - - 年 月 日

25 - - 年 月 日

26 - - 年 月 日

27 - - 年 月 日

28 - - 年 月 日

29 - - 年 月 日

30 - - 年 月 日

31 - - 年 月 日

32 - - 年 月 日

33 - - 年 月 日

34 - - 年 月 日

35 - - 年 月 日

36 - - 年 月 日

37 - - 年 月 日

38 - - 年 月 日

39 - - 年 月 日

40 - - 年 月 日

41 - - 年 月 日

42 - - 年 月 日

43 - - 年 月 日

44 - - 年 月 日

45 - - 年 月 日

46 - - 年 月 日

47 - - 年 月 日

48 - - 年 月 日

49 - - 年 月 日

50 - - 年 月 日

早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）　中途採用率算定対象一覧（計画期間前）

※受付日 　　　　　年　　 　　 月　　 　 　日

①対象労働者氏名 ②雇用保険被保険者番号 ③雇入れ日

新規学卒者等（Ａ）

④採用区分

中途採用者（Ｂ）



様式第４号（R87.4.81改正)

※受付日 年 月 日

中途採用計画期間の開始日の前年同期における 前１３年間の中途採用状況

（１）対象期間

年 月 日 ～ 年 月 日

（２）（１）の期間内における採用者

1 - - 年 月 日

2 - - 年 月 日

3 - - 年 月 日

4 - - 年 月 日

5 - - 年 月 日

6 - - 年 月 日

7 - - 年 月 日

8 - - 年 月 日

9 - - 年 月 日

10 - - 年 月 日

11 - - 年 月 日

12 - - 年 月 日

13 - - 年 月 日

14 - - 年 月 日

15 - - 年 月 日

16 - - 年 月 日

17 - - 年 月 日

18 - - 年 月 日

19 - - 年 月 日

20 - - 年 月 日

早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）　中途採用率算定対象一覧（計画期間前）

①対象労働者氏名 中途採用者
（Ｂ）

④採用区分

②雇用保険被保険者番号 ③雇入れ日 新規学卒者等
（Ａ）

続紙あり

□



1 この様式は、中途採用計画（変更）届（様式第１号）に添えて提出してください。

2 対象者が20人を超える場合は、続紙を使用してください。

　
【記入上の注意】

1

2

3 　(2)欄のうち「④採用区分」欄は、当該採用者について該当する欄に○を付けてください。 中途採用者に該当するとし
 てＢ欄に○を付けた場合であって、当該対象労働者が45歳以上中途採用者に該当する場合はＣ欄にも○を付けてくださ
 い。なお、(2)欄のうち、Ｃ欄は、中途採用実施区分が「45歳以上の中途採用率の拡大」の場合のみ記載してください。
　また、本助成金における「新規学卒者等」は、職業安定法施行規則（昭和22年労働省令第12号）第35条第２項に規定
する新規学卒者又はこれに準ずる者（新規学卒者と同様の採用や採用後の研修・処遇の枠組みで採用された者）をいい
ます。また、中途採用者は、それ以外で採用された者をいいます。

【提出上の注意】

　(1)欄は、中途採用計画期間の前年同期の期間 初日の前日から起算して１３年前の日から、中途採用計画期間の初日の
 前日までの日を記入してください。

　(2)欄は、(1)欄の期間に申請事業主が雇い入れた者について記載してください（中途採用計画開始日前に既に退職し
ている者を含みます。）。

　なお、対象労働者として記載が必要な方は、期間の定めのない労働者（パートタイム労働者（※）を除く。）として
雇い入れられた雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者に限ります。
　（※）「パートタイム労働者」とは、１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の
　　　１週間の所定労働時間に比べて短い労働者をいいます。



様式第７号(R87.4.81改正) 

早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）支給申請書 

                                   年  月  日 

       労働局長 殿         

  事 業 主 所 在 地 〒 

                           名 称 

代表者氏名                     

 

  代 理 人 所 在 地 〒 

                           名 称 

                           氏 名                    

氏 名 

  （提出代行者・ 所 在 地 〒 

                    事務代理者） 名 称 

                    社会保険労務士 氏 名                    
 

早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）の支給を受けたいので、別紙を添付の上、次のとおり申請します。 
 
１
申
請 

事
業
主 

(1) 雇用保険適用事業所番号 
    

  －                 －   

 

２
中
途
採
用
計
画 

(1) 中途採用計画受理番号  
「早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）中途採用
計画（変更）届（様式第１号）（写し）に記載されている計
画受理番号を記載してください。  

(2) 中途採用計画期間 
    年  月  日 ～     年  月  日 

 ６か月  １年 

(3) 中途採用実施区分 
①２(3)欄には、中途採用率をの５ポイン

ト以上拡大していることを記載してくだ

さい。 

②45 歳以上の２(3)欄には、中途採用率を５ポ

イント以上拡大していること又は中途採用率

が 50％以上であることを記載してください。の

拡大 

(34) 計画期間前の中途採用率及
び計画期間の中途採用率 

①計画期間の前年同期の１３年間
の中途採用率 

②計画期間の中途採用率 

Ａ中途採用者数 人 
Ａ中途採用により雇い入れた

支給対象者数 
人 

Ｂ採用者総数 人 Ｂ採用者総数 人 

Ｃ中途採用率 
〔（A/B）×100〕 

％ 
Ｃ中途採用率 
〔（A/B）×100〕 

％ 

中途採用率拡大目標値＝ 
｛（②Ｃ中途採用率）－（①Ｃ中途採用率）｝ 

ポイント 

(5) (3)の②「45歳以上の中途採

用率の拡大」に取り組む事業主 

Ｄ45 歳以上中途採用者数 人 Ｄ45 歳以上支給対象者数 人 

Ｅ45 歳以上中途採用率 
〔（D/B）×100〕 

％ 
Ｅ45 歳以上中途採用率 
〔（D/B）×100〕 

％ 

45 歳以上中途採用率拡大目標値＝ 

｛（(4)②Ｅ45 歳以上中途採用率）－（(4)①Ｅ45 歳以上中途採用率）｝ 
ポイント 

３ 支給申請額 円      

４ ２(2)の計画期間の初日より前の本助成
金、労働移動支援助成金（中途採用拡大コー
ス）又は中途採用等支援助成金（中途採用拡
大コース）の支給の有無 

有  無  

（左欄の「有」に○を付けた場合） 
助成の対象となった 

中途採用実施区分 

 ①中途採用率の拡大 

 
②45歳以上の中途採用率の

拡大 

次の３欄は、成長要件加算による申請を希望される場合のみ記載してください。  

３  

（１）ローカルベンチマークの財務分析結果
（総合評価点）が「Ｂ」以上であること。 

該当する財務

分析結果に○ 
Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

（２）給与等受給者一人当たりの平均受給額を５％以
上上昇させていること。 

平均受給額等

を記載 

A：支給申請日の直近の年度 B：A の前年度 

対象者数  対象者数  

合計給与支

払額 
 

合計給与支

払額 
 

平均受給額  平均受給額  

４ 支給申請額 円（対象者数：  人） 

５ 国・地方公共団体の補助金等の申請の有無 有  (名称：                    ) 無  

６ 中途採用計画の提出の日の前日から起算して６か月前の日から支給申請書提出日までの間に事業主都合
による解雇等（退職勧奨を含む。）を行ったことの有無 

有  無  



７ 申請に関する担当者 
所属  電話番号  

氏名   
 

※ 処理欄 

（労働局使用） 

申請書受理年月日     年  月  日 支給決定番号          

起案年月日     年  月  日 支給決定額 円  

支給（不支給）決定年月日     年  月  日 通知書発送年月日     年  月  日 

計画受理番号  企業規模 □ 大企業  □ 中小企業 

※ 決裁欄 

（労働局使用） 

局長 部長 課長 課長補佐 係長 担当 

 

 
     

※ 決裁欄 

（安定所使用） 
所長 部長・次長 課長・統括 上席・係長 職業指導官 担当 

 

 

     

 

様式第７号（裏面） 

 
【提出上の注意】 

 この様式は、早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）の支給を受けようとする場合に、中途採用計画の終了日から起算して６か月が経過する日の翌日から２

か月以内に、１の書類を添えて事業所の所在地を管轄する労働局に提出してください。支給申請期限を過ぎると申請書を受理できず、本助成金の支給はできません。 

 なお、この様式は、令和8年4月8日以降に提出した中途採用計画届に係る申請時に提出するものです。 

１ 支給申請書類 

(1) 中途採用率算定対象一覧（計画期間）（様式第８号） 

(2)  (中途採用計画期間中に対象中途採用者の雇用管理制度を整備した場合） 

対象中途採用者に適用される雇用管理制度が確認できる書類（採用規程、就業規則、賃金規程、人事評価規程等） 

(3)中途採用計画の期間中に雇い入れた支給対象者ごとの次の書類 

①支給対象者雇用状況等申立書（様式第９号） 

②雇用契約書（写）又は雇入れ通知書（写）等期間の定めのない労働者として雇用されていることが分かる書類 

③支給対象者に賃金が支払われていたことを確認するための書類（賃金台帳等）（支給対象者の雇入れ日から支給申請日までのもの（支払い期日が到来していない 

ものを除く。）） 

 ④(4) (２(3)の中途採用実施区分が「②45歳以上の中途採用率の拡大」の場合) 

45歳以上支給対象者について、雇入れ前事業所の毎月決まって支払われる賃金が確認できる書類（本人の同意があった書類に限ります。）及び雇入れ後に初めて到

来する賃金支払日以降の６か月間の各月の毎月決まって支払われる賃金を手当ごとに区分させた賃金台帳等又はその写し（ただし、上記(3)③の書類と同様の場

合は添付不要） 

(5) 雇入れ日の属する月の出勤簿（写） 

(56) 支給要件確認申立書（共通要領様式第１号） 

 (67)  その他管轄労働局長が必要と認める書類 

(78) 成長要件加算を受けようとする場合、次の①又は②いずれかの書類 

① ローカルベンチマークの財務分析結果を示す書類（写）及び財務諸表 

② 支給申請日が属する年度の直近の年度及びその前年度の労働保険確定保険料・一般拠出金申告書（写） 

※ 添付書類の写しについては、原本から転記及び別途作成したものではなく、根拠法令に基づき、実際に使用者が事業場ごとに調製し、記入しているもの、または原

本を複写機を用いて複写したものとしてください。 

２ 「対象中途採用者」及び、「支給対象者」及び「45歳以上支給対象者」について 

  中途採用計画期間中に支給申請を行う事業主の事業所において雇い入れられた者のうち、以下の①～③のいずれにも該当する者を「対象中途採用者」、①～⑤のいず

れにも該当する者を「支給対象者」といいます。また、支給対象者のうち、雇入れ日における年齢が45歳以上の者を「45歳以上支給対象者」といいます。 

① 中途採用者として雇い入れられた者であること。 

② 一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れられた者であること。 

③ 期間の定めのない労働者（パートタイム労働者を除く。）として雇い入れられた者であること。 

④ 雇入れ日の前日から起算して１年前の日から雇入れ日の前日までの間のいずれかの日において、雇用関係、出向、派遣、請負又は委任により、本支給申請を

行う事業主の事業所で就労したことがない者であること。 

⑤ 雇入れ日の前日から起算して１年前の日から雇入れ日の前日までの間のいずれかの日において、本支給申請を行う事業主と資本的・経済的・組織的関連性等

からみて密接な関係にある事業主に雇用されていた者でないこと。 

     なお、「資本的・経済的・組織的関連性等からみて密接な関係」とは、以下のことを指すほか、関係性を総合的に判断します。 

     ア 他の事業主の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する事業主を親会社、当該他の事業主を子会社とする場合における、親会社又は子会社であること。 

イ 取締役会の構成員について、代表取締役（取締役会を設置していない事業所においてはこれに準ずるもの。以下同じ。）が同一人物であること又は取締役

（取締役会を設置していない事業所においてはこれに準ずるもの。以下同じ。）を兼務しているものがいずれかの取締役会の過半数を占めていること。 

 

【記入上の注意】 

１ 各欄とも、この支給申請書の申請日における状況を記入してください。 

２ 事業主が自ら申請を行う場合は、事業主の氏名等の記載が必要です。 

３ 申請者が代理人の場合は、事業主が代理人に対し、本助成金の申請手続きについての権限を委任したことを証明する委任状を提出してください。この場合、「代理人」

の欄に代理人の氏名等の記載を行うとともに、「事業主」の欄は代理する事業主等の住所及び氏名を記載してください。 

また、申請者が社会保険労務士法施行規則第16条第２項に規定する提出代行者又は同令第16条の３に規定する事務代理者の場合は、「（提出代行者・事務代理者）

社会保険労務士」欄に申請者の氏名等の記載をするとともに、「事業主」の欄は事業主の氏名等の記載をしてください。 

４ １(1)欄は、支給申請を行う事業所の雇用保険適用事業所番号を記入してください。 

５ ２(1)欄は、労働局から送付した中途採用計画（変更）届（様式第１号）（写）に記載されている受理番号を記載してください。 

６ ２(2)欄は、中途採用計画（変更）届（様式第１号）により届け出た中途採用計画期間を記載してください。 

７ ２(3)欄は、中途採用計画（変更）届（様式第１号）で届け出た中途採用実施区分について、該当する区分の□に○を付けてください。 

８ ２(34)欄は、次のとおり記載してください。 

なお、２(2)欄で「６か月」を選択した場合には、中途採用率を５ポイント以上拡大していることを、「１年」を選択した場合には、中途採用率を５ポイント以上拡

大していること又は中途採用率が50％以上であることを記載してください。 

「①計画期間の前年同期の３年間の中途採用率」は、計画期間に応じて以下の期間における計画期間の開始日の前日から起算して過去３年間の中途採用者数、新規



学卒者等を含む採用者総数及び中途採用率を記載してください。なお、中途採用率については、小数点以下第 2位を四捨五入し、小数点以下第 1位までの数値を記

載してください。 

・計画期間が６か月の場合：計画期間の開始日の前日から起算して１年前の日から６か月が経過する日までの期間 

・計画期間が１年の場合：計画期間の開始日の前日から起算して過去１年間 

「②計画期間の中途採用率」は、２(2)欄に記載した計画期間において実際に中途採用により雇い入れた中途採用支給対象者数、新規学卒者等を含む採用者総数及び

「中途採用率算定対象一覧（計画期間）」（様式第８号）により算定した中途採用率採用者総数が 50 人以上の場合は、中途採用率算定対象一覧（計画期間）（様式第

８号）により計算した中途採用率）を記載してください。なお、中途採用率については、小数点以下第 2位を四捨五入し、小数点以下第 1位までの数値を記載して

ください。 

なおまた、中途採用率拡大目標値は、期間中の中途採用率から期間前の中途採用率を減じた値（ポイント）を該当欄記載してください。なお、支給を受けるために

は、２(2)欄に記載した計画期間に応じて、以下を満たす当該値が20ポイント以上であることが必要となります。 

・計画期間が６か月の場合：当該値を５ポイント％以上拡大すること 

・計画期間が１年の場合：当該値を５ポイント％以上拡大する又は２(3)②「C 中途採用率」当該値が50％以上であること 

また、①、②とも、算定の対象となる者は、期間の定めのない労働者（パートタイム労働者を除く。）として雇い入れられた雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保

険者に限ります。 

９ ２(5)欄は、次のとおり記載してください。 

「①計画期間前３年間の中途採用率」は、計画期間の開始日の前日から起算して過去３年間の45歳以上中途採用者数及び45歳以上中途採用率を記載してください。 

「②計画期間の中途採用率」は、２(2)欄に記載した計画期間において実際に中途採用により雇い入れた45歳以上支給対象者数及び「中途採用率算定対象一覧（計画

期間）」（様式第８号）により算定した45歳以上中途採用率を記載してください。 

45歳以上中途採用率拡大目標値は、期間中の45歳以上中途採用率から期間前の45歳以上中途採用率を減じた値（ポイント）を記載してください。なお、支給を受

けるためには、当該値が10ポイント以上であることが必要となります。 

10 ３欄は、支給申請額を記載してください。 

11 ４欄は、計画期間の初日より以前の、今回の申請とは異なる措置による本助成金、労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)又は中途採用等支援助成金（中途採用

拡大コース）の支給の有無について、「有」又は「無」のいずれか当てはまる方に○を記載してください。また、「有」に○を付けた場合、助成の対象となった中途採

用実施区分について、①、②の当てはまる方に○を付けてください。 

過去に今回の支給と同一の中途採用実施区分での助成を受けたことがある場合、支給を受けることはできません。 

８ ３欄は、それぞれ次のとおり記載してください。 

（１） 「ローカルベンチマークの財務結果（総合評価点）がＢ以上であること」に該当する場合、４欄の（１）のローカルベンチマークの財務分析結果に該当する箇

所に○をしてください。 

（２） 「給与等受給者一人当たりの平均受給額を５％以上上昇させていること」に該当する場合、４欄の（２）に支給申請日が属する年度の直近の年度及びその前年

度の従業員数、合計給与支払額及び平均受給額を記載してください。なお、平均受給額の記載に当たっては、小数第３位を四捨五入し、最大小数第２位までで記

載してください。 

具体的には、以下のとおり記載してください。 

・対象者数：「労働保険確定保険料・一般拠出金申告書」の⑤欄「雇用保険被保険者数」×12 

・合計給与支払額：「労働保険確定保険料・一般拠出金申告書」の⑧欄（ホ）の額 

・平均受給額：合計給与支払額を対象者数で除した金額 

９ ４欄は、支給申請額及び対象者数を記載してください。 

1012 ５欄は、本助成金以外で国・地方公共団体からの補助金等を受けているかどうか、もしくは、申請する予定があるかどうかについて、「有」又は「無」のいずれか

に「○」を付けてください。「有」の場合は受給している（受給する）補助金等の具体的な名称を記入してください。なお、欄に記入しきれない場合は、別紙（様式任

意）にまとめてください。 

1113 ６欄は、中途採用計画の提出の日（中途採用計画（変更）届（様式第１号）等の書類を管轄労働局長に提出した日）の前日から起算して６か月前の日から支給申

請書（本様式）の提出日までの間に、事業所において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合による解雇等（退職勧奨を含みます。）したことがあるかどうかについて、

「有」又は「無」のいずれかに「○」を付けてください。「有」の場合は本助成金の支給を受けることはできません。 

1214 ７欄は、本助成金の申請に関して、労働局との質疑応答が可能な方（代理人等の場合は代理人等）を記入してください。 

1315 「※処理欄」及び「※決裁欄」には記入しないでください。 

 

【その他】 

１ 管轄労働局長は、本助成金の支給に関して必要があると認めるときは、調査又は報告を求める場合がありますので、ご協力をお願いします。なお、調査又は報告の

際に求められた書類等を提出できない場合には、本助成金の支給を行いません。 

２ 本助成金の申請に当たって管轄労働局に提出した書類等については、本助成金の支給日が属する年度の翌年度の初日から起算して５年間保管してください。 

３ 偽りその他不正の手段により本助成金の支給を受けた場合は、支給した本助成金の全部又は一部を返還していただきます。返還に関しては、受給した日の翌日から

返還を終了する日までの期間に対し、年３％の利息を付すとともに、当該返還金額の２割に相当する額を請求します。 

４ 偽りその他不正の手段により本助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主については、一定期間において雇用保険法に基づく助成金等の申請ができなくなり

ます。 



様式第８号（続紙）（R87.4.81改正）

21 - - 年 月 日 年 月 日

22 - - 年 月 日 年 月 日

23 - - 年 月 日 年 月 日

24 - - 年 月 日 年 月 日

25 - - 年 月 日 年 月 日

26 - - 年 月 日 年 月 日

27 - - 年 月 日 年 月 日

28 - - 年 月 日 年 月 日

29 - - 年 月 日 年 月 日

30 - - 年 月 日 年 月 日

31 - - 年 月 日 年 月 日

32 - - 年 月 日 年 月 日

33 - - 年 月 日 年 月 日

34 - - 年 月 日 年 月 日

35 - - 年 月 日 年 月 日

36 - - 年 月 日 年 月 日

37 - - 年 月 日 年 月 日

38 - - 年 月 日 年 月 日

39 - - 年 月 日 年 月 日

40 - - 年 月 日 年 月 日

41 - - 年 月 日 年 月 日

42 - - 年 月 日 年 月 日

43 - - 年 月 日 年 月 日

44 - - 年 月 日 年 月 日

45 - - 年 月 日 年 月 日

46 - - 年 月 日 年 月 日

47 - - 年 月 日 年 月 日

48 - - 年 月 日 年 月 日

49 - - 年 月 日 年 月 日

50 - - 年 月 日 年 月 日

①対象労働者氏名 ②雇用保険被保険者番号

早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）中途採用率算定対象一覧（計画期間）

※受付日 　　　　        　年　　　           　月　        　　　日

③雇入れ日
④離職日

（支給申請日までに
離職している場合）

（Ａ）

うち支給対
象者に該

当しない者
（Ｃ）

中途採用者

⑤採用区分

新規学卒者等 

（Ｂ）



様式第８号（R87.4.81改正）

※受付日 年 月 日

中途採用計画期間中に採用した者

1 - - 年 月 日 年 月 日

2 - - 年 月 日 年 月 日

3 - - 年 月 日 年 月 日

4 - - 年 月 日 年 月 日

5 - - 年 月 日 年 月 日

6 - - 年 月 日 年 月 日

7 - - 年 月 日 年 月 日

8 - - 年 月 日 年 月 日

9 - - 年 月 日 年 月 日

10 - - 年 月 日 年 月 日

11 - - 年 月 日 年 月 日

12 - - 年 月 日 年 月 日

13 - - 年 月 日 年 月 日

14 - - 年 月 日 年 月 日

15 - - 年 月 日 年 月 日

16 - - 年 月 日 年 月 日

17 - - 年 月 日 年 月 日

18 - - 年 月 日 年 月 日

19 - - 年 月 日 年 月 日

20 - - 年 月 日 年 月 日

①対象労働者氏名 ②雇用保険被保険者番号 ③雇入れ日
④離職日

（支給申請日までに
離職している場合）

（Ａ） （Ｂ）

新規学卒者等

続紙あり

□

⑤採用区分

 うち45歳以
 上支給対象
 者（Ｃ）

早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）
　中途採用率算定対象一覧（計画期間）

うち支給対
象者に該当
しない者
（Ｃ Ｄ）

中途採用者



様式第８号（裏面）

1 　この様式は、支給申請書（様式第７号）に添えて提出してください。
2 　対象者が20人を超える場合は、続紙を使用してください。

　
【記入上の注意】

1

2

3

4  　Ｃ欄は、中途採用実施区分が「45歳以上の中途採用率の拡大」の場合のみ記載してください。

　④の離職日については、支給申請日までに対象労働者が離職している場合に離職日を記載してください。

　⑤「採用区分」欄は、当該採用者について該当する欄に○を付けてください。 中途採用者に該当するとしてＢ
 欄に○を付けた場合であって、当該対象労働者が45歳以上支給対象者に該当する場合はＣ欄にも○を付けてくだ
 さい。また、当該対象労働者が支給対象者に該当しない場合はＣ Ｄ欄に○を付けてください。
　なお、本助成金における「新規学卒者等」は、職業安定法施行規則（昭和22年労働省令第12号）第35条第２項
に規定する新規学卒者又はこれに準ずる者（新規学卒者と同様の採用や採用後の研修・処遇の枠組みで採用され
た者）をいいます。また、中途採用者は、それ以外で採用された者をいいます。
　また、「支給対象者」等に該当するか否かについては支給申請書（様式第７号）裏面の【提出上の注意】２を
参照してください。

【提出上の注意】

　なお、対象労働者として記載が必要な方は、期間の定めのない労働者（パートタイム労働者（※）を除く。）
として雇い入れられた雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者に限ります。
　（※）「パートタイム労働者」とは、１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の
　　　１週間の所定労働時間に比べて短い労働者をいいます。

　中途採用計画期間中の中途採用率から、中途採用計画期間の前年同期 開始日の前日から起算して過去１３年間の
中途採用率を減じた値（中途採用率拡大目標値）が５20ポイント以上又は計画期間中における中途採用率が50％以
上であって ある場合に、雇用状況等申立書（様式第９号）の10欄 ●欄及び●欄の賃金上昇率がいずれも1.05以上の
場合に、本助成金の支給対象となり雇い入れた対象労働者１人あたり20万円（一の年度あたり支給対象者20人分を
上限） １事業所あたり50万円が支給されます。
　また、支給要領0401ロの成長要件を満たす場合には、本助成金の支給対象となり雇い入れた対象労働者１人につ
き10万円が加算して支給されます。
　 また、中途採用実施区分が、「45歳以上の中途採用率の拡大」であって、支給申請書（様式第７号）の２(5)の45

　中途採用率算定対象一覧は、中途採用計画に基づき、中途採用計画期間中に雇い入れた者について記載してく
ださい。



様式第９号(R87.4.81改正) 

早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース） 支給対象者雇用状況等申立書 

 

（１）支給対象者について 

１ 支給対象者氏名  

２ 雇入れ日  ３ 雇入れ時の年齢  

４ 所属部署・役職  
３５ 職種 

（裏面の01～15から選択） 
 

４６ 支給対象者を中途採用により雇い入れた。 はい いいえ 

５７ 賃金締切日 日 ６８ 賃金支払日 日 

７９ 雇入れ日以降の賃金のうち、まだ支払っていないものがある。 はい いいえ 

８10 時間外手当・深夜手当・休日手当等を法定どおり支払っている。 はい いいえ 

「45歳以上の中途採用率の拡大」区分であって、４欄の雇入れ時の年齢が45歳以上の場合は、11欄以降も記載してください。 

９11 雇入れ前の事業所において支払われた賃金（月額）を記載（Ａ） 

 ※雇入れ前の事業所において支払われた賃金を確認するための書類は、本人に同意を得た上で提出してください。 

円 

 

1012 雇入れ後の６か月間の各月に支払われた毎月決まって支払われる賃金（月額）をそれぞれ記載（Ｂ） 

賃金支払月 月 月 月 月 月 月 

賃金（月額） 円 円 円 円 円 円 

賃金上昇率 

（Ｂ／Ａ） 
      

1113 毎月決まって支払われる賃金を上昇させた後、合理的な理由なく、引き下げるものではない。 はい いいえ 

1214 合理的な理由なく、毎月決まって支払われる賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、毎月決ま

って支払われる賃金の額を引き上げるものではない。 
はい いいえ 

 

（２）支給対象者の雇用状況について 

１ （１）３の雇入れ日の前日から起算してその日以前１年間において、当該支給対象者が雇用関

係、出向、派遣、請負又は委任により（１）３の雇入れに係る事業主の事業所において就労した

ことがある。 

はい いいえ 

２ （１）３の雇入れ日の前日から起算してその日以前１年間に当該支給対象者を雇用していた事

業主と、（１）３の雇入れに係る事業所の事業主が資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な

関係にある。 

はい いいえ 

 

（３）本人記載欄 

（１）及び（２）の内容について、いずれも相違ありません。                    （はい・いいえ） 

 

記載にあたっては、裏面の記入上の注意を必ずご覧ください。 

  



様式第９号（裏面） 

【提出上の注意】 

１ この様式は、早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）の支給申請にかかる申請様式です。申請事業主が最後に証明を行った上で、支給申請

書（様式第７号）に添えて提出してください。 

２ この様式は、中途採用計画に基づき、中途採用計画期間中に雇い入れた支給対象者（中途採用率算定対象一覧（計画期間）（様式第８号）に記載した

対象労働者のうち⑤においてＣＤ欄に○を付けていない者ごとに作成してください。 

 

【記入上の注意】 

（１） 支給対象者について 

１ １～124欄については、申請書提出日における支給対象者の状況について記入してください。 

２ ３５欄については、以下から該当する職種を選び、その数字を記入してください。 

01.管理的職業、02.研究・技術の職業、03.法務・経営・文化芸術等の専門的職業、04.医療・看護・保健の職業、05.保育・教育の職業、06.事務的職

業、07.販売・営業の職業、08.福祉・介護の職業、09.サービスの職業、10.警備・保安の職業、11.農林漁業の職業、12.製造・修理・塗装・製図等の

職業、13.配送・輸送・機械運転の職業、14.建設・土木・電気工事の職業、15.運搬・清掃・包装・選別等の職業 

３ ９11欄及び102欄については、雇入れ前の賃金（雇入れ前に雇用されていた直近の事業所における離職前６か月間のうちいずれかの賃金月額）及び

雇入れ後６か月間（賃金が試用期間後の賃金よりも低く設定されている場合は試用期間終了後６か月間とすることも可能）の各月における毎月決まっ

て支払われる賃金（月額）を記入してください。なお、支給を受けるためには、102欄「賃金上昇率」については、いずれも1.05以上であることが必

要となります。ただし、毎月決まって支払われる賃金を上昇させた後、合理的な理由なく引き下げる場合又は、合理的な理由なく毎月決まって支払わ

れる賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、毎月決まって支払われる賃金を引き上げる場合は支給対象となりません。 

「毎月決まって支払われる賃金」とは、時間外手当及び休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給及び諸手当をいいます。 諸手当に含む

か否かについては、以下により判断します。 

   イ 諸手当に含むもの 

   (ｲ) 労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当（役職手当、資格手当、資格ではないが労働者の一定の能

力に対する手当等）。 

  ロ 諸手当に含まないもの 

   (ｲ) 月ごとに支払われるか否かが変動するような諸手当（時間外手当（固定残業代を含む）、休日手当、夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金

等） 

   (ﾛ) 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当（家族手当（扶養手当）、通勤手当、別居手当、子女教育手当、 

        皆勤手当、住宅手当等） 

    ハ 上記１、２以外の手当については、手当の名称に関わらず実態により判断します。ただし、上記１に挙げた手当であっても、月ごとに支払われ

るか否かが変動するような手当と認められる場合は諸手当から除外し、上記２に挙げた手当であっても、例えば以下のように、月ごとに支払われ

るか否かが変動しないような手当は諸手当に含めます。 

     (ｲ) 扶養家族の有無、家族の人数に関係なく労働者全員に対して一律支給する家族手当 

      (ﾛ) 通勤に要した費用や通勤距離に関係なく労働者全員に対して一律に支給する通勤手当 

      (ﾊ) 住宅の形態（賃貸・持家）ごとに労働者全員に対して一律に定額で支給する住宅手当 

（２） 支給対象者の雇用状況について 

１ １欄については、雇入れ日の前日から起算してその日以前１年間において、支給対象者が雇用関係、出向、派遣、請負又は委任により支給申請を行

う事業主の事業所において就労したことがあるかについて、「はい」又は「いいえ」に○を付けてください。 

２ ２欄については、雇入れ日の前日から起算してその日以前１年間に支給対象者を雇用していた事業主と、支給申請を行う事業主との関係が、資本的・

経済的・組織的関連性等からみて密接な関係に該当するかについて、「はい」又は「いいえ」に○を付けてください。 

「資本的・経済的・組織的関連性等からみて密接な関係」とは、以下のことを指すほか、関係性を総合的に判断します。 

ア 他の事業主の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する事業主を親会社、当該他の事業主を子会社とする場合における、親会社又は子会社であ

ること。 

イ 取締役会の構成員について、代表取締役（取締役会を設置していない事業所においてはこれに準ずるもの。以下同じ）が同一人物であること又は

取締役（取締役会を設置していない事業所においてはこれに準ずるもの。以下同じ）を兼務しているものがいずれかの取締役会の過半数を占めてい

ること。 

（３） 本人記載欄 



１ （１）の各欄及び（２）の各欄の記載について、当該支給対象者に確認を受け、「はい」又は「いいえ」に○を付けてもらってください。 



様式第12号（R86.4.81改正）

労働局

 整理番号 事業所名
雇用保険適用
事業所番号

計画期間初日 計画期間末日 支給決定番号 支給決定年月日 支給決定金額  支給区分（注） 備考

早期再就職支援等助成金 （中途採用拡大コース） 支給台帳


